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令和 6年 5月 24日 

介護報酬請求ソフト『楽すけ』ご利用のお客様 各位 

 

 

ソフト事業部 営業・サポート課 

東京都新宿区高田馬場 2-14-9明芳ビル 4F 

TEL 0120-68-4322 

 
 
 
 
 

平素より介護ソフト『楽すけ』をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

この度『楽すけ』Ver.14.1.1 をリリースいたします。下記のご案内、または「楽すけネット」内のお知らせをご覧いた

だき、バージョンアップをお願いいたします。ご不明な点につきましてはヘルプデスクまでお問い合わせください。 

 

－記－ 

■ 『楽すけ』Ver.14.1.1について 

今回のバージョンアップでは、厚生労働省より令和 6 年介護報酬改定サービスコード表の一部修正が発表

されたことからその対応と、令和 6 年 5 月審査分からの国保連審査結果通知変更、令和 6 年 8 月施行の特

定入所者介護サービス費改定への対応を行いました。 

国保連からの審査結果を閲覧する際に、『楽すけ』の「審査結果印刷（返戻ツール）」を使用している事業所

様は、5 月 1～10 日に請求した内容の審査結果が届く 5 月末頃までに、必ずバージョンアップを行ってくださ

い。また、サービスコード表の修正と特定入所者介護サービス費改定があるため、居宅介護支援事業所様と

短期入所生活介護事業所様は必ずバージョンアップを行ってください。 

※令和 6年 6月施行分の法改正対応については、Ver.14.1.0で既に対応済みです。 

※訪問型サービス・通所型サービスを入力する事業所様は、市町村から 6 月施行分の単位数表マスタが発

表されたら、単位数表マスタの取り込み作業を行ってください。 

 

■ 国保連審査結果通知「支払決定額通知書」のフォーマット変更、新規帳票追加への対応 

【対象】 全ての事業所 様 

【概要】令和 6年 5月審査分より、国保連から送付される審査結果通知「支払決定額通知書」のフォーマットが変更

になり、「原案作成委託料（消費税を含む）」の項目が追加されます。また、新しく 4 種の審査結果通知「介護予防

支援費原案作成委託料明細書」「介護予防ケアマネジメント費原案作成委託料明細書」「原案作成委託料支払内

容明細書」「原案作成委託料未支払一覧表」が追加されます。それに伴い、『楽すけ』の「審査結果印刷（返戻ツー

ル）」の改修対応を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年介護報酬改定対応・返戻ツールの変更 

『楽すけ』Ver.14.1.1バージョンアップのご案内 

この画面を使用している場合、必ず

バージョンアップを行ってください。 
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■ 令和 6年介護報酬改定サービスコード表の一部修正への対応 

【対象】 居宅介護支援事業所 様 短期入所生活介護事業所 様 

【概要】厚生労働省より令和 6 年 5 月 10 日付で令和 6 年介護報酬改定サービスコード表の一部修正が発表さ

れました。以下のサービスコードが追加されます。 

 

 

 

追加されたサービスコードは、令和 6年 7月審査分から使用できます。令和 6年 6月審査分には使用できません。 

4 月・5 月のサービス提供分に、このコードを算定する必要がある短期入所生活介護事業所様は、減算前のコード

で一度請求してから過誤申請するなどの対応が必要になります。実際にどのように請求するかは市町村の介護保

険課へ確認をお願いいたします。 

 

■ 令和 6年 8月施行 「特定入所者介護サービス費」改定への対応 

【対象】 短期入所生活介護事業所 様 

【概要】令和 6年 8月より特定入所者介護サービス費の基準費用額、居住費の負担限度額が変更になります。 

《令和 6年 8月からの短期入所生活介護の場合の基準費用額と負担限度額》 

 
基準費用額 

（日額） 

負担限度額（日額） 

第 1段階 第 2段階 第 3段階① 第 3段階② 

食費 1,445円 300円 600円 1,000円 1,300円 

ユニット型個室 2,066円 880円 880円 1,370円 1,370円 

ユニット型個室的多床室 1,728円 550円 550円 1,370円 1,370円 

従来型個室 1,231円 380円 480円 880円 880円 

多床室 915円 0円 430円 430円 430円 

 

■ 特定の施設における「軽減税率の適用対象となる飲食料品の金額基準」変更への対応 

【対象】 有料老人ホーム 様 サービス付き高齢者向け住宅 様 

【概要】令和 6 年 6月から軽減税率の適用対象となる飲食料品の金額基準が変更になります。それに伴い、自費・

預り金メニューで金額基準を超える入力があった場合の注意喚起メッセージ表示機能を改修しました。 

 《軽減税率の適用対象となる飲食料品》 

令和 6年 5月まで：一食につき 640円以下であるもののうち、その累計額が 1,920円に達するまでの飲食料品。 

令和 6年 6月以降：一食につき 670円以下であるもののうち、その累計額が 2,010円に達するまでの飲食料品。 

 

■ バージョンアップ方法 

・インターネットからバージョンアップをお願いいたします。手順は本ご案内 FAXの 3枚目をご覧ください。 

・親機とクライアント、親機と支援子機の組み合わせで『楽すけ』をご利用の事業所様は、「親機」「クライアント」

「支援子機」全ての PCでバージョンアップをお願いいたします。 

・インターネット環境のない PCでご利用のお客様は、『楽すけ』ヘルプデスクまでご連絡ください。 

 

 

 

・連続 61日以上短期入所生活介護を行った場合の「夜減」「定超」「人欠」コード。 

・連続 31日以上予防短期入所生活介護を行った場合の「夜減」「定超」「人欠」コード。 

 

『楽すけ』ヘルプデスク 

0120-68-4322 平日 10：00～18：00 土曜 10：00～15：00 
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インターネットからの楽すけバージョンアップ手順 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

● 通常版親機  クライアント  支援子機 がインターネット経由でのバージョンアップに対応しています。 

● クライアント をバージョンアップする際は 親機     クライアント の順番でバージョンアップを行ってください。 

● 下記の手順を行っていただいた後のバージョン表記は、Ver.14.1.1 となります。 

「更新プログラムがあります」と表示されたら、はいをクリックします。 

★インターネットを経由

して、更新プログラムを

ダウンロードするので、

お使いの環境によって

は、数分程度お時間が

かかる場合がありま

す。 

「バージョンアップの確認（V）」を開き、バージョンアップの確認を

クリックします。 

「ヘルプデスクからのお知らせを確

認する」にチェックが入っていない

場合は、チェックを入れます。 

「インターネットに接続します」という

画面が出たら、はいで進みます。 

★既にチェックがある場合は、 

そのまま次の手順に進みます。 

「セットアップウィザードへようこそ」

と表示されたら、次へで進みます。

その後は画面のメッセージ通りに進

みます。 

確認するをクリックします。 

楽すけのアイコンをダブルクリックし、【事業所選択メニュー】を開きます。 
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FAX にて送信していますので、画像が不鮮明な場合があります。『楽すけネット』の「お知らせ」からも PDF にて

同内容をご確認いただけます。合わせてご覧ください。 

以上 

 


